
－ 115 －

日本財政学会第 69 回大会

Ⅰ　学会概要

日本財政学会第 69 回大会は，平成 24 年
10 月 27 日（土），28 日（日）に淡路島にあ
る淡路夢舞台国際会議場にて開催された．1
日目には，8会場で通常セッションが行われ
た．そのテーマは，「財政政策とマクロ経済」，
「税と社会保障の諸問題」，「医療・介護」，「国
民健康保険」，「地方財政」，「公会計」，「消費
課税」，「租税制度」であった．また，この他
にも，日韓セッション，2つの企画セッショ
ン「『水』と『森』への財政学的アプローチ」
と「『土建国家』日本の財政システム――歴
史的文脈と国際比較の視点から」，そして，
本間正明氏（近畿大学）による特別講演「日
本の財政学 50 年――財政学者としての私の
歩み」と，全体会シンポジウム「『なぜ』財
政再建ができないのか」が行われた．そして，
2 日目には，のべ 11 の会場で通常セッショ
ンが行われ，「公共資本」，「財政再建」，「所
得再分配 1」「所得再分配 2」，「地方の公共支
出」，「自治体ファイナンス」，「法人税制」，「個
人税制」，「財政の国際比較」，「財政評価の新
展開」，「財政制度の歴史的分析」をテーマと
して報告がなされた．また，企画セッション
「戦後日本における財政投融資の展開と再編
――『土建国家システム』の展開と再編との
関係を念頭に」が行われた．

Ⅱ　全体会シンポジウム

本シンポジウムでは，パネリストとして曽
根泰教氏（慶應義塾大学）と竹中平蔵氏（慶
應義塾大学），田中秀明氏（明治大学），富田
俊基氏（中央大学）の 4名が「『なぜ』財政

再建ができないのか」について討論した．
富田氏は，日本において財政再建が進まな
い要因の 1つとして「楽観的な経済見通し」
を挙げた．実際の経済成長が見通しを大きく
下回り，そのため税収も見通しを大きく下回
る事態が昭和 50 年代から繰り返されてきた．
平成 23 年度においても名目 GDPの実績値
がその見通しよりも 3割程度低かったことを
示し，こうしたことの結果として，財政再建
が先送りされてきたと指摘した．また，特別
会計改革などの歳出削減の成果について一定
の評価をできるとしながらも，財政再建より
むしろ国民への単なるパフォーマンスとして
様々な改革が進められているのではないかと
警鐘を鳴らし，着実に財政再建を進めるには
個別事業を丹念に見直すしかないと主張され
た．
田中氏は，オーストラリア，ニュージーラ
ンド，アメリカ，ドイツなど 10 か国におけ
る中期財政フレームを含む予算制度の国際比
較研究から，財政規律を維持するためには予
算制度において「事前のコミットメント」と
「事後のコミットメント」の 2つが鍵になる
ことを指摘した．事前のコミットメントとし
て財政ルールを導入することは重要だが，そ
れだけではプレーヤーはルール順守を回避し
ようとするため，財政規律を維持できない．
そこで，事後のコミットメントとして予算と
実際の収支との乖離を事後的に監視・検証す
る独立機関の導入が有効であるというのであ
る．そして，日本ではこの事前のコミットメ
ントと事後のコミットメントの両方が欠如し
ており，予算制度改革が必要であると強調し
た．
曽根氏は政治学の立場から，日本では，ア
メリカ大統領のようなフォーマルな制度とし
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ての拒否権はないが，インフォーマルな事実
上の拒否権があり，そのために日本政府は政
策実施が難しく財政再建が進まないと主張さ
れた．なお，事実上の拒否権とは，例えば参
議院における特例公債法案の審議先送りや問
責決議あるいは選挙などである．また，日本
財政に関するリスクが国民に十分には伝わっ
ていない現状に対する日本財政学会の責任を
問われた．
竹中氏は，2000 年代初頭にはプライマリ

ーバランスの赤字は 28 兆円程度あったが，
2007 年においてそれは 6 兆円程度まで減少
したことから，リーマンショック以前におい
ては財政再建は順調に進んでいたという認識
を示された．また，マクロ経済の回復がない
ことには財政再建も難しいとして，マクロ経
済と財政とが整合する政策を立てるべきだと
主張された．その中で，経済成長率 3％は楽
観的な見通しというが，他の先進国より低く
過度に楽観的な数値ではないとの見解を示し
た．
続いて，討論が行われた．主たる論点は 3
点あった．第 1の論点は，制度改革が不徹底
なのではないか，そして第 2の論点は，経済
成長率の見通しは楽観的であったのか，第 3
の論点は学者の責任についてである．
第 1の論点について，竹中氏は小泉元首相
の時のようにもっと政治家がリーダーシップ
をとれる仕組みにすることが必要で，これに
より実質的な政策実施が可能になると述べ
た．これに対して曽根氏は，誰がやっても動
く政治システムを構築することの必要性に触
れた．また，田中氏は，官僚時代の経験から，
政治家と役人の役割分担を明確にし，役人が
専門的知見に基づいて政策等を分析し，良い
政策か悪い政策かを示す責任があると主張し
た．そして，富田氏は，改革というレトリッ
クに囚われることなく，実質的に何を歳出削
減するかなどについて検討することが必要で
あると強調した．
第 2の論点に関する議論の中で，竹中氏と
富田氏の議論の前提の相違があらわになり興
味深かった．竹中氏は自らが大臣として実施
した施策の効果により，リーマンショック以

前景気が良く財政再建が進んだと認識してい
るのに対して，富田氏は同時期においてたま
たま景気が良かっただけと認識していた．ま
た，竹中氏は 2000 年以降に注目していたが，
富田氏は少なくとも 1970 年代半ば以降を視
野に入れており，これらのズレが経済成長率
の認識のズレにつながったものと考えられ
る．
そして第 3の論点について，曽根氏より学
会からの財政赤字の警鐘がなぜ国民に届かな
いのか再考する必要があると指摘された．
今回のシンポジウムでは，パネリスト諸氏
が十分な研究蓄積に基づいた説得力のある主
張をされ，また，学者，政治家，官僚といっ
た様々な視点から議論が行われた点は興味深
かった．しかしながら，議論が最も盛り上が
ったのは経済成長率の高低についてであっ
た．シンポジウムの主張がなぜ財政再建でき
ないかという原因分析に置かれているとはい
え，例えば，竹中氏の主張するマクロ経済と
財政に整合的な政策とはどのようなものか，
あるいは，富田氏はどういった歳出を削減す
べきと考えているのかなど具体的な財政改善
策についての踏み込んだ議論があまりなされ
なかった点は残念であった．

Ⅲ　分科会

企画セッション A　「『水』と『森』への財政
学的アプローチ」（1日目午前）
石崎涼子氏（森林総合研究所）の「森林政
策における政府間財政関係」では，森林政策
における国と地方自治体の財政関係の特徴を
明らかにするとともに，その財政関係のあり
方について検討している．森林政策における
重要な論点として補助金と地方自治体の主体
性を挙げている．補助金については事務手続
き等の負担が過剰であり，様々な縛りが地域
条件や現場実態に即した施策の実施を阻害す
ると指摘している．しかしながら補助金廃止
には反対で，国が森林政策に一定の責任を持
つことを不可欠として，地方自治を尊重した
国と地方自治体との対等・協力関係を求めて
いる．そして，補助金の存在によって地方自
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治体の主体性や創意工夫が発揮されないとい
う問題に対しては，参加型政策プロセスの充
実を図ることによって森林政策の質的向上へ
と結びつけることが重要だと主張している．
また，いわゆる森林環境税から得られる財源
は，近年における森林政策への財政支出の減
少額を補填する規模には満たなく，森林環境
税を財源としてよりむしろ参加型税制として
評価している．
其田茂樹氏（公益財団法人地方自治総合研
究所）の「地方分権一括法と法定外税・超過
課税の活用―応益的共同負担の観点から」
では，主に森林環境税を素材として地方自治
体の独自課税の意義を応益的共同負担という
概念から検討している．応益的共同負担は，
地域住民の多くに受益が及ぶが個別にそれを
特定することが困難な施策で，標準税率で賄
われる水準を超えて実施される施策に対して，
住民の集合的な受益と負担の関係が反映され
る課税標準が望ましいとする費用負担原則で
ある．森林環境税はこの原則の実例の 1つと
考えられる．応益的共同負担はなるべく受益
者負担に近い形で積極的な納税者負担を正当
化することによって，納税者負担原則の概念
を豊富化するものであり，これによって課税
原則の議論が深化し，より説得的な課税根拠
論が析出される可能性を指摘している．そし
て，応益的共同負担という費用負担のあり方
を，環境以外の分野にも一般化し，参加型税
制と議会制民主主義とをつなぐものとして位
置づけることが求められるとしている．
討論者の植田和弘氏（京都大学）は，まず，
セッション全体に関連して，私的所有と公的
所有の混在する水と森をどのような財と位置
づけるか，そして，その保全・管理およびガ
バナンスはどうあるべきか考えることが重要
だと指摘した．また，植田氏は，石崎氏と其
田氏の論文では，水と森と財政との関連をそ
れぞれ政府間財政関係と応益的共同負担から
アプローチしたものと位置づけた．
伊集守直氏（横浜国立大学）・賴俊輔氏（明
治学院大学）の「水道事業民営化の批判的分
析と公私分担――スウェーデンおよびインド
ネシアの事例を手がかりに――」は，インド

ネシアとスウェーデンにおける水道事業民営
化の事例より日本への示唆を得ようとするも
のである．インドネシアではかかる民営化に
よって高い水道料金と設備投資の停滞を招い
たが，スウェーデンでは民営化によりその事
業運営が合理化された．こうした相違は政治
的統制がどの程度有効に機能するかによると
分析している．討論者の井手英策氏（慶應義
塾大学）も指摘されていたが，政治的統制の
有効性に差が出る要因は何か明らかにするこ
とが必要であり，そのうえで日本への示唆を
示すことが重要である．
宮永健太郎氏（滋賀県琵琶湖環境科学研究
センター）の「水・森をめぐる公共政策とそ
のガバナンス：水源環境保全・再生かながわ
県民会議の意義と教訓」では，神奈川県が水
源環境税導入の一環で設けた水源環境保全・
再生かながわ県民会議を調査・分析し，その
仕組みがもつ意義と教訓を示すとともに，そ
こから水・森をめぐる公共政策のガバナンス
のあり方を考える上での示唆を引き出してい
る．宮永氏は，県民会議の最も重要な意義を
地方政府の意思決定そのものである予算への
住民参加に認めている．しかしながら，県民
会議での議論が必ずしも速やかに政策に反映
されるわけではないという限界，また，現実
には住民参加の場は限定されているが支出・
収入など様々な場で住民参加が認められるこ
とが理想であること，県民会議でチェックす
るのは現状では超過課税の部分に限定されて
いるが今後普通課税まで拡張されることが望
ましいなどの教訓が示された．また，県民会
議を住民育成の場とし，今後もガバナンスの
一旦を担っていくという方向性が示唆され
た．討論者の井出氏は民意の反映という民主
主義のガス抜きとしての住民参加へ懸念を表
し，参加自体の内容を問うことの重要性を指
摘された．
企画セッションでは 1つのテーマについて
様々な視点から話を聞けることがおもしろ
い．本セッションについては座長の宮本憲一
氏（立命館大学）より次のようなまとめがな
されたので紹介しておきたい．今回のセッシ
ョンでは水と森について手掛かり的な議論が



－ 118 －

財政と公共政策　第 35 巻第 1号（通巻第 53 号）2013 年 5 月

なされたが，森林行財政について全体の展望
を議論することが必要で，新しい行政管理組
織をどうするかなど，これまでの日本の行財
政の失敗の歴史を踏まえた議論が望まれると
コメントされた．この分野の研究は，まだ緒
に就いたばかりである．

法人税制セッション（2日目午前）
田近栄治氏（一橋大学）・布袋正樹氏（財
務省）・柴田啓子氏（財務省）の「2009 年度
税制改正が現地法人の配当送金に及ぼした効
果――本社の資金需要に着目した分析――」
では，外国子会社から日本親会社へ送金され
る受取配当に関して，2008 年度までの間接
税額控除方式に替えて，2009 年度税制改正
により外国子会社配当益金不算入制度が導入
されたことによって日本への配当送金に生じ
た効果について分析している．外国子会社配
当益金不算入制度では，外国子会社からの受
取配当の 95%は益金不算入とされるため，
国内源泉所得と同等水準の課税がなされる従
前の間接税額控除方式よりも税負担が軽減さ
れる．分析によれば，この改正によって外国
子会社の日本への配当送金に係る税制上の障
害が取り除かれ，本社の資金需要が高い場合
には外国子会社からの配当送金が促進される
一方で，本社の資金需要が低い場合にはそれ
は促進されていないことが明らかにされた．
今回は 2年分のデータしか利用できず，分析
にあたって制約が大きかった．しかし，送金
増加が日本経済に及ぼした影響などについて
今後さらに分析を進めていく必要があろう．

個人税制セッション（2日目午後）
大野裕之氏（東洋大学）の “Transaction 

Tax and Stock Return Volatility : Cross-
country Evidence from Asia-Paci f ic 
Countries Based on High-Frequency Data”
では，グローバルな金融危機へ対応する方策
の 1つと考えられる金融取引税を分析対象と
している．伝統的な考えでは，金融取引への
課税は市場の安定化に貢献するとされるが，
これとは逆にそうした課税によって市場の安

定性は損なわれるという説もある．そこで，
大野氏はアジア等の 6か国を対象とし，有価
証券取引税等の改廃前後において株式リター
ンボラティリティがどのように変化したか実
証的に検討することにより，いずれの説が現
実に妥当しているか考察した．実証分析の結
果，日本とオーストラリアについては課税に
よって市場の安定性が損なわれ，中国につい
てはその安定性が高まることが明らかにされ
たが，韓国，香港，インドについては有意な
結果は得られていない．当日もコメントした
が，昨今のグローバルな金融危機に対応する
ためには各国が協調して金融取引税を実施す
ることが必要と考えられる．しかし，当該論
文の結果を見ると課税による影響は国により
様々であることから，共通の税制を導入する
ことは難しいと予想される．金融危機に対し
て採りうる対策の提言が求められる．
八塩裕之氏（京都産業大学）の「公的年金
給付増大が個人住民税の課税ベースにもたら
す影響について」では，都道府県別のパネル・
データを用い，高齢化にともなう勤労所得か
ら年金への所得代替が個人住民税の課税ベー
スにもたらす効果を計量分析している．勤労
から引退すると所得が減少すること，および，
公的年金等控除が認められていることから，
年金の多くは所得税・個人住民税の課税ベー
スから控除されることから，高齢化のさらな
る進展により勤労所得から年金へ移行する世
帯が増加すると，所得税・個人住民税の課税
ベースが減少するのではないかという問題意
識を有している．今後高齢化が進むと課税ベ
ースの浸食がさらに進むという結論は驚くべ
きものではないが，高齢化による課税ベース
の変動に焦点を当てた研究は，今後の日本に
おける所得税・個人住民税の在り方を考える
上で重要であろう．
最後に，今回の学会は全体としては盛会で
あったと思うが，馴染みの財政学研究会会員
のお顔が少なかったのは残念であった．学会
参加費の導入が 1つの要因と考えられる．多
くの参加者が集い，多くの学問的前進が遂げ
られることが望まれる．


